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松崎町有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 町長は、農林産物に被害をもたらす鳥獣等の有害獣（以下「有害獣等」という。）の

被害を防止し、もって本町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、電気柵、防護柵

等を設置し、有害獣等被害防止対策事業（以下「事業」という。）を実施する町内の農林業

者（町税等に滞納のある者は除く）に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するもの

とし、その交付に関しては、松崎町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和33年規則第２

号）及びこの要綱に定めるところによる。

（補助の対象等）

第２条 補助の対象は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、ビニール

ハウスなど施設園芸に類するものは除く。

(１) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(２) 外注加工及び委託試験に要する経費

(３) その他町長が必要と認める経費

２ 補助率は、前項に要する経費の２分の１以内とし、補助金は15万円を限度とする。ただし、

1,000円未満は切り捨てる。

（交付の申請）

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、松崎町有害獣等被

害防止対策事業費補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。

（交付の決定及び通知）

第４条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは交付決定をし、松崎町有害獣等被害防止対策事業費補助金交付決定（変更決定）通知書

（様式第２号。以下「決定通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の決定について条件を付すことができる。

３ 交付対象事業の着手は、原則として補助金交付決定通知を受けて行うものとするが、当該

年度において、やむを得ない事情により補助金交付決定前に着手（以下「交付決定前着手」

という。）することができるものとする。

４ 申請者は、前項の交付決定前着手を行う必要がある場合、補助金交付決定を受けるまでの

あらゆる損失等は自らの責任となることを承知の上で、松崎町有害獣等被害防止対策事業交

付決定前着手届（様式第３号）をあらかじめ町長に提出するものとする。

（変更の申請）

第５条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、

事業内容を変更し、又は廃止しようとするときは、松崎町有害獣等被害防止対策事業費補助

金交付変更（廃止）申請書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。ただし、交付



決定額の20％以内の減額を除く。

２ 町長は、前項の規定による申請の内容が適当と認めたときは、決定通知書を補助事業者に

通知するものとする。

（実績報告）

第６条 補助事業者は、事業完了後速やかに松崎町有害獣等被害防止対策事業実績報告書（様

式第５号）を町長に提出しなければならない。

（交付の確定）

第７条 町長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松崎町有害獣等被害防止対策事業費補助金交

付確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。

（請求の手続）

第８条 補助事業者は、前条の規定による交付確定を受けた後、請求書（様式第７号）を町長

に提出しなければならない。

（補助金の返還）

第９条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の

全部又は一部の返還を命ずることができる。

(１) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

（委任）

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年４月１日から適用する。





記入例

松崎町有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書

令和 年 月 日

松崎町長 様

住 所 ＜現住所を記入してください ＞

名 称 ＜屋号を記入してください ＞

代 表 者 名 ＜氏名を記入してください ＞

電 話 番 号 ＜電話番号を記入してください＞

令和 年度において松崎町有害鳥獣被害防止対策事業を実施したいので、補助金

を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

また、本申請にあたり申請者の町税等の滞納に関する事項について、松崎町が調査す

ることに同意します。

交付申請額 金<担当課と確認後記入してください。>円

添付書類 (1)位置図 (2)見積書 (3)事業場所写真(着工前の現地の写真)

１ 事 業 内 容

＜施工する内容を記入してください＞

・実際に施工する工種を記入してください。

例：電気柵設置、ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ設置(金網覆)

２ 事 業 理 由

＜事業理由を記入してください＞

・作物の種類とそれを何の害から守るのか記入してください。

例：ｻﾂﾏｲﾓ、ｻﾄｲﾓを猪の害から守るため

３ 事 業 場 所

＜事業を実施する箇所名を記入してください＞

例：宮内字中瀬（わかる限り詳しく記入してください。）

４
補 助 対 象

事 業 の 内 容

＜補助対象内容を記入してください＞

例：電気柵(延長500m､設置面積500㎡)､ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ１棟(500㎡)

５
申 請 額 の

算 出 基 礎

※補助金額は材料費の半額で、補助の上限は15万円となりま

す。労務費､工具代は補助の対象にはなりません。

＜記入例＞ 91,146円×1/2＝45,573円

→45,000円（千円未満切り捨て）

６ その他参考事項
＜特記事項を記入してください。＞



＜添付書類について＞

（１）位置図

実施箇所がわかる位置図を添付してください。

（手書き地図も可）

（２）見積書

販売店等が発行する材料の見積書を添付してください。

(注意)補助対象となるのは材料にかかる費用となります。ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、ﾍﾟﾝﾁ等の工具類、

及び労務賃金等は、補助の対象にはなりませんので注意してください。

（３）事業場所写真

事業を実施する前の現場の写真を添付してください。

(注意)事業完了後にも設置前の材料の写真と、設置後の現地の写真を提出していただ

くこと

になるので、比較できるよう撮影してください。

＜注意事項＞

１ 補助金申請後に補助金交付決定通知を発行します。材料購入は交付決定通知受領後

にしてください。（補助対象外になります）

２ やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に事業を行いたい場合は、補助金交

付申請書と併せて有害獣等被害防止対策事業交付決定前着手届を提出することによ

り交付決定を受ける前に事業に着手できますが、交付決定が受けられなくても全て

自己責任になりますので条件を良く確認して申請してください。また、既に着手し

ているものは交付決定前着手届の提出の有無に関わらず対象になりません。

３ 同一世帯への補助金の集中を避けるため、同一年度内に一度補助を受けた方の申請

については、補助を受けていない方の申請を優先させていただきます。

また、年度内の同一世帯の方の補助の上限は合計で１５万円です。30万円以上の

購入があっても１５万円までしか補助金を交付することができませんので、ご了承

ください。

４ 事業を行う土地がご自身の所有する土地ではない場合、承諾書が必要になります。

５ 町税の滞納がないこと。





別紙１

承 諾 書

令和 年 月 日

松崎町長 様

住所

氏名

私の所有している下記の農地に、下記の者が松崎町有害獣等被害防止対策事業により

（ ）を設置することについて承諾します。

記

対 象 農 地 松崎町 番地

松崎町 番地

松崎町 番地

松崎町 番地

耕作者氏名



別紙２

確 約 書

令和 年 月 日

松崎町長 様

住所

氏名

私が借用し耕作している下記の農地に、松崎町有害獣等被害防止対策事業により防護柵等を

設置するにあたり、土地所有者との間にトラブルが生じた場合は、全て私の責任において解決

することを確約します。

記

土地所有者

対 象 農 地 松崎町 番地

松崎町 番地

松崎町 番地

松崎町 番地


